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○ 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望
を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ
適切に図られることを旨として、実施されなければならない
○ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない

○ 都道府県・市町村は、それぞれ都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画を定めるものとする

○ 自殺予防週間(９月10日～９月16日)を設け、啓発活動を広く展開 ○ 自殺対策強化月間(３月)を設け、自殺対策を集中的に展開

○ 国は、都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的
な取組等を実施する都道府県・市町村に対し、交付金を交付

〔調査研究等の推進・体制の整備〕（第15条）

① 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の
保持増進についての調査研究・検証及びその成果の活用の推進・先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
② 国・地方公共団体による①の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

〔心の健康の保持に係る教育・啓発の推進等〕（第17条）
学校は、保護者・地域住民等との連携を図りつつ、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵(か
ん)養等に資する教育・啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育・啓発その他児童・生
徒等の心の健康の保持に係る教育・啓発を行うよう努める

〔医療提供体制の整備〕（第18条）
自殺のおそれがある者への医療提供に関する施策として、良質かつ適切な精神医療提供体制の整備、精神科医とその地域における心理、保健福
祉等に関する専門家、民間団体等との円滑な連携の確保を規定

自殺対策基本法の概要

○ 政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織を整備

基本理念の追加（第２条）

自殺予防週間・自殺対策強化月間（第７条）

都道府県自殺対策計画等（第13条）

都道府県・市町村に対する交付金の交付（第14条）

基本的施策の拡充

必要な組織の整備（第25条）
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「自殺総合対策大綱」（平成29年7月閣議決定）（概要）

第1 自殺総合対策の基本理念

 自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生
きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスク
を低下させる

第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

第4 自殺総合対策における当面の重点施策

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７．社会全体の自殺リスクを低下させる
８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９．遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第6 推進体制等

1. 国における推進体制
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し

第3 自殺総合対策の基本方針

1. 生きることの包括的な支援として推進する
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明
確化し、その連携・協働を推進する

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ
続いている

 地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推
進する

第5 自殺対策の数値目標

 先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、
自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少
(平成27年18.5 ⇒ 13.0以下) ※令和元年15.7

（WHO:仏15.1(2013)、米13.4(2014)、独12.6(2014)、
加11.3(2012)、英7.5(2013)、 伊7.2(2012)）

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

自殺対策の推進

○ 平成18年に自殺対策基本法が成立。
○ 同法に基づく「自殺総合対策大綱」に基づき、自殺対策を推進。
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自殺対策基本法の改正の趣旨・基本的施策及び我が国の自殺を巡る現状を踏まえて、更なる取組が
求められる施策

1.地域レベルの実践
的な取組への支援を
強化する

2.国民一人ひとりの
気づきと見守りを促
す

3.自殺総合対策の推
進に資する調査研究
等を推進する

4.自殺対策に係る人
材の確保、養成及び
資質の向上を図る

5.心の健康を支援す
る環境の整備と心の
健康づくりを推進する

6.適切な精神保健医
療福祉サービスを受
けられるようにする

7.社会全体の自殺リ
スクを低下させる

9.遺された人への支
援を充実する

10.民間団体との連
携を強化する

11.子ども・若者の自
殺対策を更に推進す
る

12.勤務問題による
自殺対策を更に推進
する

・地域自殺実態プロファイル
、地域自殺対策の政策
パッケージの作成

・地域自殺対策計画の策
定ガイドラインの作成

・地域自殺対策推進センタ
ーへの支援

・自殺対策の専任職員の
配置・専任部署の設置の
促進

・自殺予防週間と自殺対
策強化月間の実施
・児童生徒の自殺対策に
資する教育の実施
(SOSの出し方に関する教
育の推進)

・自殺や自殺関連事象等
に関する正しい知識の普
及

・うつ病等についての普及
啓発の推進

・自殺の実態や自殺対策
の実施状況等に関する調
査研究・検証・成果活用
(革新的自殺研究推進プ
ログラム)

・先進的な取組に関する情
報の収集、整理、提供
・子ども・若者の自殺調査
・死因究明制度との連動
・オンサイト施設の形成等に
より自殺対策の関連情報
を安全に集積・整理・分
析

・医療等に関する専門家な
どを養成する大学や専修
学校等と連携した自殺対
策教育の推進

・自殺対策の連携調整を
担う人材の養成
・かかりつけ医の資質向上
・教職員に対する普及啓発
・地域保健・産業保健スタ
ッフの資質向上
・ゲートキーパーの養成
・家族や知人等を含めた支
援者への支援

・職場におけるメンタルヘル
ス対策の推進
・地域における心の健康づ
くり推進体制の整備
・学校における心の健康づ
くり推進体制の整備
・大規模災害における被災
者の心のケア、生活再建
等の推進

・精神科医療、保健、福祉
等の連動性の向上、専門
職の配置

・精神保健医療福祉サービ
スを担う人材の養成等

・うつ病、統合失調症、アル
コール依存症、ギャンブル
依存症等のハイリスク者
対策

・ICT（インターネットや Ｓ
ＮＳ等）の活用

・ひきこもり､児童虐待､性犯罪・
性暴力の被害者、生活困窮
者、ひとり親家庭、性的マイノリ
ティに対する支援の充実

・妊産婦への支援の充実
・相談の多様な手段の確保
、アウトリーチの強化

・関係機関等の連携に必
要な情報共有の周知

・自殺対策に資する居場所
づくりの推進

・地域の自殺未遂者支援
の拠点機能を担う医療機
関の整備

・医療と地域の連携推進に
よる包括的な未遂者支
援の強化
・居場所づくりとの連動によ
る支援

・家族等の身近な支援者に
対する支援

・学校、職場等での事後対
応の促進

・遺族の自助グループ等の
運営支援
・学校、職場等での事後対
応の促進
・遺族等の総合的な支援ニ
ーズに対する情報提供
の推進等
・遺族等に対応する公的機
関の職員の資質の向上
・遺児等への支援

・民間団体の人材育成に
対する支援
・地域における連携体制の
確立
・民間団体の相談事業に
対する支援
・民間団体の先駆的・試行
的取組や自殺多発地域
における取組に対する支
援

・いじめを苦にした子どもの
自殺の予防

・学生・生徒への支援充実
・SOSの出し方に関する教
育の推進

・子どもへの支援の充実
・若者への支援の充実
・若者の特性に応じた支援
の充実

・知人等への支援

・長時間労働の是正
・職場におけるメンタルヘルス
対策の推進

・ハラスメント防止対策

自殺総合対策における当面の重点施策（ポイント）

8.自殺未遂者の再度
の自殺企図を防ぐ
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自殺者数の年次推移（昭和53年～令和２年）

自殺者の年次推移（１ページ）

年次別 総数 男性 女性
S53 20,788 12,859 7,929
S54 21,503 13,386 8,117
S55 21,048 13,155 7,893
S56 20,434 12,942 7,492
S57 21,228 13,654 7,574
S58 25,202 17,116 8,086
S59 24,596 16,508 8,088
S60 23,599 15,624 7,975
S61 25,524 16,497 9,027
S62 24,460 15,802 8,658
S63 23,742 14,934 8,808
H1 22,436 13,818 8,618
H2 21,346 13,102 8,244
H3 21,084 13,242 7,842
H4 22,104 14,296 7,808
H5 21,851 14,468 7,383
H6 21,679 14,560 7,119
H7 22,445 14,874 7,571
H8 23,104 15,393 7,711
H9 24,391 16,416 7,975
H10 32,863 23,013 9,850
H11 33,048 23,512 9,536
H12 31,957 22,727 9,230
H13 31,042 22,144 8,898
H14 32,143 23,080 9,063
H15 34,427 24,963 9,464
H16 32,325 23,272 9,053
H17 32,552 23,540 9,012
H18 32,155 22,813 9,342
H19 33,093 23,478 9,615
H20 32,249 22,831 9,418
H21 32,845 23,472 9,373
H22 31,690 22,283 9,407
H23 30,651 20,955 9,696
H24 27,858 19,273 8,585
H25 27,283 18,787 8,496
H26 25,427 17,386 8,041
H27 24,025 16,681 7,344 警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成。
H28 21,897 15,121 6,776
H29 21,321 14,826 6,495
H30 20,840 14,290 6,550
R1 20,169 14,078 6,091
R2 21,081 14,055 7,026
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○令和２年の自殺者数は21,081人となり、対前年比912人（約4.5％）増。

○男女別にみると、男性は11年連続の減少、女性は２年ぶりの増加となっている。また、男性の自殺

者数は、女性の約2.0倍となっている。
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令和３年度自殺予防週間（９月10日～９月16日）の取組

【広報ポスター・インターネット広告】

○ネット配信番組 ※図はイメージ
・約10分の収録番組×３本
・MCとゲスト２名、専門家１名の計４名の出演者
・番組は専用の特設サイトで配信自殺に関連する

言葉を検索すると

○ 広報ポスターやインターネット広告等によるSNS・電話相談窓口等の周知を実施。

○ 子どもや若年層における悩み、大人の悩み、ゲートキーパーという３つのテーマについて、それぞれ出演者の体験談、
専門家の助言等を交えて議論し、視聴者にとって“新しい気づき”となることを目的としたネット配信の収録番組を制作。

※ ポスターや動画の画像は令和2年度のもの

○検索広告
（Google・Yahoo!）

○SNS広告
（Facebook・Twitter・LINE）

○動画広告
（YouTube・Yahoo!・SmartNews）

専用の特設サイト
にて配信

○Bypass広告
自殺関連キーワードを検索する可
能性のある人に対して、あらゆる
webサイト、アプリでバナー広告
を配信。

○PR TIMES
プレスリリース配信サービスにて
動画・ポスター、ネット配信番組、
相談窓口などリリース配信。

【その他広報活動】

○政府広報
・政府インターネットテレビ掲載
（ゲートキーパーの理解促進のための３分の動画を制作）

・政府広報オンライン記事掲載
（自殺予防週間の概要について紹介）
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